
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
 

 



【参考資料１】 

空家等対策の推進に関する 

特別措置法 



参考資料 1-1 

空家等対策の推進に関する特別措置法 
 

（平成 26 年 11 月 27 日法律第 127 号 施行） 

（令和５年 12 月 13 日法律第 50 号 一部改正） 

 
第１章 総則 
（目的）  

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護す

るとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関

する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第 10 条第２項を除き、以

下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要

な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の

福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他

の使用がなされていないことが常する工作物であって居住その他の使用がなされていないこ

とが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第 14 条第２項

において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお

それのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな

いことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置

することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第３条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集

及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進

に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 市町村は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に

関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 都道府県は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空

家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供

及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければなら

ない。 
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（空家等の所有者等の責務） 

第５条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空

家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第６条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関

係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第７条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基

本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定

めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関

する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に

関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第 22 条第１項の規定による助言若しくは指導、同条第２項の

規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項から第 11 項までの規定

による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の

数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社

会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認
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められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区域におけ

る空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促進指針」

という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号）第２条に規定する中心市

街地 

二 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第５条第４項第八に規定する地域再生拠点 

三 地域再生法第５条第４項第 11 号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40 号）第２

条第２項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有

する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な

空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第 16 条第１項及び第 18 条

において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前２号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活

用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促

進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１

号に規定する建築物をいう。以下この項及び第９項において同じ。）又は空家等の跡地に新築

する建築物をいう。次項及び第 10 項において同じ。）について第 17 条第１項の規定により

読み替えて適用する同法第 43 条第２項（第１号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規

定又は第 17 条第２項の規定により読み替えて適用する同法第 48 条第１項から第 13 項ま

で（これらの規定を同法第 87 条第２項又は第３項において準用する場合を含む。第９項にお

いて同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることが

できる。 

６ 前項の第 17 条第１項の規定により読み替えて適用する建築基準法第 43 条第２項の規定

の適用を受けるための要件（第９項及び第 17 条第１項において「敷地特例適用要件」とい

う。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道（同法第

43 条第１項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上接するものに限る。）に

ついて、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区域内における経済的社

会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める基

準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第３項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の

住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項の指定都市及び同

法第 252 条の 22 第１項の中核市を除く。）は、第３項に規定する事項を定める場合におい
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て、市街化調整区域（都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第７条第１項に規定する市街

化調整区域をいう。第 18 条第１項において同じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定

めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める

事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第５項の第 17 条第

２項の規定により読み替えて適用する建築基準法第 48 条第１項から第 13 項までの規定の

ただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に関する事

項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物に

ついて建築基準法第 43 条第２項第１号の規定による認定又は同法第 48 条第１項から第

13 項まで（これらの規定を同法第 87 条第２項又は第３項において準用する場合を含む。第

17 条第２項において同じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁

（同法第２条第 35 号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と

協議をしなければならない。この場合において、用途特例適用要件に関する事項については、

当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

10 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、

特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域に

おける経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同

意をすることができる。 

11 空家等対策計画（第３項に規定する事項が定められたものに限る。第 16 条第１項及び第

18 条第１項において同じ。）は、都市計画法第６条の２の都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針 及び同法第 18 条の２の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保

たれたものでなければならない。 

12 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

13 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報

の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

14 第７項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。  

（協議会） 

第８条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議

会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の

議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認め

る者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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第２章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を

把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことがで

きる。 

２ 市町村長は、第 22 条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の

所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任し

た者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立

ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなけれ

ばならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第 10 条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために

必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で

利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち

特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で

都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについ

て、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度に

おいて、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する

地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者

等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第 11 条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸

するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管

理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第 15 条において同じ。）に関するデ

ータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 
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第３章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第 12 条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、

情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第 13 条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特

定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認

められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第２

項第３号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該

当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が

改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めると

きは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空

家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することが

できる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第 14 条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、

家庭裁判所に対し、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 25 条第１項の規定による命令又は

同法第 952 条第１項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めると

きは、地方裁判所に対し、民法第 264 条の８第１項の規定による命令の請求をすることができ

る。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があ

ると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第 264 条の９第１項又は第 264 条の 14 第１項

の規定による命令の請求をすることができる。 

 

第４章 空家等の活用に係る措置 
（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第 15 条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が

販売し、又は賃貸するために所有し、は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために

所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの又は管理するものを除

く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものと

する。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第 16 条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家

等活用促進区域内の空家等（第７条第四項第２号に規定する空家等の種類に該当するもの

に限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活

動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等に
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ついて空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずること

を要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めると

きは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分について

のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第 17 条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７

条第 12 項（同条第 14 項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、

当該公表の日以後は、同条第６項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第 43 条

第２項第１号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合する

もので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年

法律第 127 号）第７条第 12 項（同条第 14 項において準用する場合を含む。）の規定によ

り公表された同条第１項に規定する空家等対策計画に定められた同条第６項に規定する敷地

特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７条第

12 項（同条第 14 項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公

表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第 48 条第１項

から第 13 項までの規定の適用については、同条第１項から第 11 項まで及び第 13 項の規

定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは

「認めて許可した場合」と、同条第１項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等

対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第７条第 12 項（同条第 14

項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第１項に規定する空家等対

策計画に定められた同条第九項に規定する用途特例適用要件（以下この条において「特例

適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第

２項から第 11 項まで及び第 13 項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあ

るのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条

第 12 項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると

認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第 18 条 都道府県知事は、第７条第 12 項（同条第 14 項において準用する場合を含む。）の

規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域

に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第４条第 10 項に規定

する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に供するため

同法第 42 条第１項ただし書又は第 43 条第１項の許可（いずれも当該建築物の用途の変

更に係るものに限る。）を求められたときは、第７条第８項の協議の結果を踏まえ、当該建築物

の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等

対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に
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供するため農地法（昭和 27 年法律第 229 号）その他の法律の規定による許可その他の処

分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとす

る。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第 19 条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和 40 年法律第 124 号）第 21 条

に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基

づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用

に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供

給公社法第 49 条の規定の適用については、同条第３号中「第 21 条に規定する業務」とあ

るのは、「第 21 条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年

法律第 127 号）第 19 条第１項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第 20 条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成 15 年法律第

100 号）第 11 条第１項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家

等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会

的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第 21 条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成 17

年法律第 82 号）第 13 条第１項に規定する業務のほか、市町村又は第 23 条第１項に規定

する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進

に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

 

第５章 特定空家等に対する措置 
第 22 条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立

木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒

壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状

態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又

は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状

態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を

付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を

とることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を

付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようと

する者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を



参考資料 1-9 

記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己

に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に対し、

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の措置を

命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければなら

ない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によって命じ

ようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前項に規定する者

に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提

出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者

がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完

了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和 23 年法律第 43 号）の定めるところに従

い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

10 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命

ぜられるべき者（以下この項及び次項において『命令対象者』という。）を確知することができ

ないとき（過失がなくて第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知

することができないため第３項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、

市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しく

は委任した者（以下この項及び次項において『措置実施者』という。）にその措置を行わせるこ

とができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその

措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者

がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨をあらかじめ公告しなければならな

い。 

11 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にあ

る等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全

を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第３項から第８項までの規定により

当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等

に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることが

できる。 

12 前２項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第５条及び第６条の

規定を準用する。 

13 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通

省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

14 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場

合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならな
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い。 

15 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第 88 号）第３章（第 12

条及び第 14 条を除く。）の規定は、適用しない。 

16 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るた

めに必要な指針を定めることができる。 

17 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。 

 

第６章 空家等管理活用支援法人 
（空家等管理活用支援法人の指定） 

第 23 条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第七号）第２条第２項に規定

する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは

活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確

実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人（以下

「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び

事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更すると

きは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければ

ならない。 

（支援法人の業務） 

第 24 条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の

管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理

又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の

空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を

行うこと。 

（監督等） 

第 25 条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要が

あると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認める

ときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずるこ
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とができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第 23 条第１項の規定に

よる指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第 26 条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務実施に関し必要な情報の提供又

は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとし

て、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」と

いう。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支

援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あ

らかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によ

って識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第 27 条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交

通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案す

ることができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の

素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変

更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合

において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしな

ければならない。 

（市町村長への要請） 

第 28 条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のた

め特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第 14 条各項の規定による請求をするよ

う要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第

14 条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第１項の規定による要請があった場合において、第 14 条各項の規定による請

求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援

法人に通知するものとする。 
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第７章 雑則 

第 29 条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適

切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地

方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく

空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措

置を講ずるものとする。 

 

第８章 罰則 
第 30 条 第 22 条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、50 万円以下の過料

に処する。 

２ 第９条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入

調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20 万円以下の過料に処する。 

 
附 則 
（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第 14 条及び第 16 条の規定は、公布の日から起

算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 
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イン） 



参考資料 2-1 

 

 

 



参考資料 2-2 

 

 



参考資料 2-3 

 

 



参考資料 2-4 

 

 



参考資料 2-5 

 

 



参考資料 2-6 

 

 



参考資料 2-7 

 

 



参考資料 2-8 

 

 



参考資料 2-9 

 

 



参考資料 2-10 

 

 



参考資料 2-11 

 

 



参考資料 2-12 

 

 



参考資料 2-13 

 

 



参考資料 2-14 

 

 

 

 

  



参考資料 2-15 

 

  



参考資料 2-16 

 

  



参考資料 2-17 

 

  



参考資料 2-18 

 

  



参考資料 2-19 

 

  



参考資料 2-20 

 

  



参考資料 2-21 

 

 

 

 

  



参考資料 2-22 

 

 

 

 

  



参考資料 2-23 

 

  



参考資料 2-24 

 

  



参考資料 2-25 

 

  



参考資料 2-26 

 

  



参考資料 2-27 

 

  



参考資料 2-28 

 

  



参考資料 2-29 

 

  



参考資料 2-30 

 

  



参考資料 2-31 

 

  



参考資料 2-32 

 

  



参考資料 2-33 

 

  



参考資料 2-34 

 

  



参考資料 2-35 

 

  



参考資料 2-36 

 

  



参考資料 2-37 

 

  



参考資料 2-38 

 

  



参考資料 2-39 

 

  



参考資料 2-40 

 

  



参考資料 2-41 

 

  



参考資料 2-42 

 

  



参考資料 2-43 

 

  



参考資料 2-44 

 

  



参考資料 2-45 

 

  



参考資料 2-46 

 

  



参考資料 2-47 

 

  



参考資料 2-48 

 

  



参考資料 2-49 

 

  



参考資料 2-50 

 

  



参考資料 2-51 

 

  



参考資料 2-52 

 

  



参考資料 2-53 

 

  



参考資料 2-54 

 

  



参考資料 2-55 

 

  



参考資料 2-56 

 

  



参考資料 2-57 

 

  



参考資料 2-58 

 

  



参考資料 2-59 

 

  



参考資料 2-60 

 

  



参考資料 2-61 

 

  



参考資料 2-62 

 

  



参考資料 2-63 

 

 

  



参考資料 2-64 

 

  



参考資料 2-65 

 

 

  



参考資料 2-66 

 

  



参考資料 2-67 

 

  



参考資料 2-68 

 

 

  



参考資料 2-69 

 

  



参考資料 2-70 

 

 

 



【参考資料３】 

庄内町空家等及び空地の 

適正管理に関する条例 



参考資料３-1 

庄内町空家等及び空地の適正管理に関する条例 
 

平成 25 年３月２２日 

条例第 21 号 

（目的）  

第１条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等及び空地が防災、防犯、衛生、景観等

の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを踏まえ、空家等対策の推進に関す

る特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下「法」という。）の施行に必要な事項を定める

とともに、空地の適切な管理、適切に管理されていない空地に対する措置等のために必要な

事項を定めることにより、町民の生命、身体及び財産を保護し、生活環境を保全するとともに、

健全で快適なまちづくりの推進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、次の各号に掲げる用語の意義は、法において使用す

る用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）空地 建築物又はこれに附属する工作物の敷地以外の土地で、現に人が使用していない土

地（現に人が使用していない土地と同等の管理状態にある土地を含む。）をいうただし、山林、

農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第 2 条第 1 項に規定する農地及び国又は地方公共団

体が所有し、又は管理する土地を除く。 

（２）管理不全な状態 空家等及び空地が、次に掲げるいずれかの状態にあり、かつ、当該空家

等及び空地の敷地外において、人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある

状態をいう。 

イ 老朽化又は自然現象によって、建物等が倒壊し、若しくは一部破損し、又は建築材等が飛

散し、剥落し、若しくは落下するおそれがある状態 

ロ 建物等の積雪が滑落し、又は落下するおそれのある状態 

ハ 野生動物若しくは野良動物の生息場所又は害虫の発生若しくは繁殖場所で放置されて

いる状態 

ニ 草木等が、著しく繁茂して放置されている状態 

ホ 不特定の者が容易に侵入できる状態にあり、犯罪、不良行為又は火災が誘発されるおそ

れがある状態 

へ 交通を阻害し、又は阻害するおそれがある状態 

ト 廃棄物が投棄されている状態 

チ その他町民の良好な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると特に町長が認める

状態 

（３） 所有者等 空家等又は空地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。 

（４） 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 
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（民事による解決との関係） 

第３条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等又は空地の所有者等と隣人その他当

該空家等又は空地が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者との間

で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。 

（町の責務） 

第４条 町は、第 1 条の目的を達成するために、空家等又は空地の適正管理に関する施策を総

合的かつ計画的に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（所有者等の責務） 

第５条 所有者等は、空家等又は空地が管理不全な状態にならないよう、常に自らの責任におい

て適正に管理するよう努めなければならない。 

（町民の責務） 

第６条 町民は、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 

（情報提供） 

第７条 町民は、管理不全な状態にある空家等又は空地があると認めるときは、町にその情報を

提供するよう努めるものとする。 

(管理不全空家等の認定) 

第 8 条 町長は、空家等に関し法第 9 条第 1 項の規定による調査を行い、当該空家等が法第

13 条第 1 項に規定する状態にあると認められるときは、当該空家等を管理不全空家等とし

て認定することができる。 

2 町長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ庄内町空家等対策協議会条例（令和８

年庄内町条例第７号）第 1 条に規定する庄内町空家等対策協議会（以下「協議会」とい

う。）の意見を聴かなければならない。 

(特定空家等の認定) 

第 9 条 町長は、空家等に関し法第 9 条第 1 項の規定による調査又は同条第 2 項の規定によ

る立入調査を行い、当該空家等が法第 2 条第 2 項に規定する状態にあると認められるとき

は、当該空家等を特定空家等として認定することができる。 

2 町長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。 

(応急措置) 

第 10 条 町長は、空家等又は空地が管理不全な状態にあり、これを放置することにより公共空

間において第三者に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その被害を予防し、又は被害

の拡大を防止するため、必要な最小限度の措置（以下この条において「応急措置」という。）を

講ずることができる。 

2 町長は、前項の規定により応急措置をしようとするときは、協議会の意見を聴かなければなら

ない。ただし、既に被害が発生している又は被害を及ぼすおそれが切迫しており、協議会の意

見を聴くいとまがないと認めるときは、この限りでない。 

3 町長は、前項の規定により応急措置をしようとするときは、応急措置の内容を当該空家等の所

有者等に通知しなければならない。 
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4 町長は、所有者等の氏名及び住所を確知できない等の理由により、前項の規定による通知が

困難であるときは、あらかじめ応急措置の内容を公告するものとする。ただし、緊急かつやむを

得ないと認めるときは、事後に公告するものとする。 

5 町長は、応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を当該空家等又は空地の所

有者等から徴収することができる。 

(委任) 

第 11 条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 
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関連法に基づく対応フロー 
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民法に基づく事務管理の対応フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民法の事務管理を行うことができる空き家の状況 
・除雪等を行わないことによる近隣住民や歩行者への損害を与える可能性が高い場合など 

・事務管理による私有財産の保護よりも住民の生命や財産などの利益の方が大きいことを客観的に説明できる場合など 

事務管理を行うことの検討 
・公益性の程度 

・空き家所有者等のために行う意思があること 

・法律上の義務がないこと 

・空き家所有者等の意思及び利益に適合すること 

費用の償還請求 

（民法第 702 条） 

空き家の所有者を特定し、平時より所有者
等の責任による空き家の修繕、雪下ろし等

を促す取り組みの実施 

現地調査の実施 

空き家への立入り 

事務管理（応急措置等）の実施 

（民法第 697 条及び民法第 700 条ただし書き） 

事務管理を始めたことの所有者等への通知 

（民法第 699 条） 

事務管理を始めたことの公示 
（裁判所の掲示場への掲示及び官報への掲載） 

（裁判所が認めた場合：市町村庁舎の掲示場への掲示） 

（民法第 98 条） 

措 置 完 了 
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災害対策基本法に基づく応急公用負担の対応フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法第２条による災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、竜巻（追加）等）により 

応急措置の実施が必要と認められる状況であること 

 

空き家の所有者等を特定し、平時より所有

者等の責任による空き家の修繕、雪下ろし

等を促す取組みの実施 

空き家に対する災害対策基本法の適用の限界 

・災害対策基本法で行う応急公用負担は、危険を防ぐための緊

急避難措置として必要な場合に行われるものに限定 

（倒壊のおそれのある空き家について、予防的に該当家屋自体

の撤去（破壊）を行うことまで認めているものではない） 

災害対策基本法に基づく災害が発生又は

発生しようとする場合 

災害（住民の生命への被害等）の発生又

は発生のおそれがあると判断され、かつ応

急措置を実施するための緊急の必要があ

ると認める場合 

応急公用負担の実施 

（法第 64 条第１項） 

応急措置を実施するための空き家等への立入り 

応急公用負担に係る空き家の所有者等への通知 
（土地建物等の形状、数量、所在した場所、該当処分の期間又は期日の名称

又は種類等） 

（令第 24 条） 

応急公用負担の実施に係る市町村庁舎掲示板への 
掲示板への提示 

（土地建物等の形状、数量、所在した場所、該当処分の期間又は期日の名称
又は種類等） 

（令第 24 条） 

事務管理（応急措置等）の実施 

（民法第 697 条及び民法第 700 条ただし書き） 

事務管理を始めたことの所有者等への通知 

（民法第６９９条） 

事務管理を始めたことの公示 
（裁判所の掲示場への掲示及び官報への掲載） 
（裁判所が認めた場合：市町村庁舎の掲示場への掲示） 

（民法第９８条） 

措 置 完 了 

費用の償還請求 
（民法第７０２条） 

空き家の所有者等を確知している場合 空き家の所有者等を確知していない場合 
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消防法に基づく規制措置の対応フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代執行 

（法第３条第 4 項 行政代執行法の適用） 

次のいずれかに該当する場合 

〇措置命令に基づき措置を履行しないとき 

〇措置が十分でないとき 

〇期限までに措置の完了の見込みがないとき 

・空き家における火災防止上の所有者等の行為の把握 

・空き家物件の状況把握 

行為者、所有者等の特定 

・屋外において火災の予防に危険な行為をすると認められる者 

・火災の予防、消火、避難その他の消防活動に支障になると認

められる空き家の所有者、管理者、占有者 
行為者、所有者等が特定できない場合 

火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令 

（法第３条第１項） 

⓵防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は危険物、放置

されみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その

他の処理 

⓶⓵以外の物件で、放置されみだりに存置された物件の整理又

は除去 
 

防火対象物についての所要措置の命令 
（法第５条第１項） 

防火対象物の位置，構造、設備又は管理の状況について、火災

の予防に危険であると認められる場合等について、該当防火対

象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止等の必要な措置

命令 

対応不可 

空き家に対する消防法の適用の限界 

・消防法に基づく措置命令は、火災予防に必要な最

小限の範囲における物件の除去等に限定される。 

（措置命令の前提として空き家における火災予防上

の所有者等の行為若しくは物件の状況が把握され

ていることが必要） 

費用の徴収 

（法第 3 条第 4 項 政代執行法の適用） 

措 置 完 了 



参考資料４-4 

建築基準法に基づく保安上危険な建築物への対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民からの通報 等 

空き家調査による発見 等 

略式代執行 
（あらかじめ公告することにより自ら措置を行うこと） 

（法第 10 条第 4 項に基づき 

法第 9 条第 11 項を準用） 

既存不適格建築物であり、著しく保安

上危険又は著しく衛生上有害であると

認められるもの 

（法第 10 条） 

措 置 完 了 

現地調査 

危険性等があると判断した場合 

所有者調査 

・土地・建物登記簿 

・住民基本台帳 等 

調査終了 

所有者に対する指導 

（法第 8 条） 

危険性等がないと判断した場合 

過失がなくて所有者を確知

できない場合 所有者を確知できる場合 

所有者不明案件として定期的

に現地調査 

所有者に対する命令 

（法第 10 条第 3 項） 

所有者に対する勧告 

（法第 10 条第 1 項） 

所有者に対する命令 

（法第 10 条第 2 項） 

法第 6 条第 1 項第 1 号に

掲げる特殊建築物の場合 

既存不適格建築物であり、

著しく保安上危険又は著し

く衛生上有害であると認め

られるもの 

（法第 10 条） 

かつ 

その状態を放置することが

著しく公益に反すると認めら

れる場合 

（法第 9 条第 1 項） 

命令に従わない場合 

代執行 

（法第 10 条第 4 項に基づき 

法第 9 条第 12 項を準用） 

勧告に従わない場合 
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道路法が適用される空き家の状況 
空き家の状況が、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあると認められる状況にあること。 

道路法に基づく妨害排除措置の対応フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路管理者が特に必要と

認める場合 

空き家の管理者が措置命

令に応じない場合 

空き家（の一部）が道路区域内に存するか？ 

空き家（の一部）を除去せず、放置

している行為が、道路の構造又は

交通に支障を及ぼすおそれがある

行為（道路法第 43 条第 2 号）に

該当するものとして、道路管理者が

監督処分（道路法第 71 条第 1 項

第 1 号）を発動し、空き家（の一

部）の除去等を命ずる 

空き家の一部が道路区域内に存する場合 空き家の一部が道路区域内に存しない場合 

非常災害時の場合 

条例（指定区間内の国道にあっ

ては政令）で定める沿道区域と

して指定されている場合 

かつ 

沿道区域の内の空き家が道路

の構造に損害や交通に危険を

及ぼすおそれがある場合 

非常災害時における公用負担

として、空き家を処分する 

（道路法第 68 条第 1 項） 

相手方が措置命令に応じないとき 

代執行の手続により、道路管理者

による空き家（の一部）の除却 

相手方が悪質な違反者であるとき 

道路法第 100 条第 3 号・第 102

条第 4 号違反の嫌疑で街頭空き

家の管理者を刑事告発する 

（刑事訴訟法第 239 条第 2 項） 

空き家の管理者による道路などへ

の損害又は危険を防止するための

施設の設置又は危険を防止するた

めの必要な措置 

（道路法第 44 条第 3 項） 

空き家の管理者に対する措置命令 

（道路法第 44 条第 4 項） 

代執行の手続により、道路管理者

が空き家の除却等を自ら行うととも

に、悪質な違反者に対しては、道路

法第 104 条違反の嫌疑で該当空

き家の管理者を刑事告発する 

（刑事訴訟法第 239 条第 2 項） 
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廃棄物処理法に基づく規制措置の対応フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物処理法が適用される空き家の状況 

空き家の状況が、一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合と認められる状況にあること 
・空き家が廃棄物と認定できること 

・廃棄物と認定できた場合であって、その状況が生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められること 

代執行 

（法第 19 条の７第 1 項） 

次のいずれかに該当する場合 

〇期限までに命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見

込みがないとき 

〇過失がなくて被処分者を確知できない場合 

〇一般廃棄物の広域処理を行う認定業者が期限までに命令に係る措置を講じないと

き、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき 

〇緊急に措置を講ずる必要がある場合において、措置を講ずべきことを命ずべきいとま

がないとき 

法令遵守の指導 
（法第 18 条：報告の徴収） 

（法第 19 条：立入検査） 

違反内容の精査 

・空き家が廃棄物と認定できること 

・廃棄物と認定できた場合であって、生活環境の安全

保障が生じ、又は生ずるおそれがあること ・空き家が廃棄物と認定できないこと 

・廃棄物と認定できた場合であって、

生活環境の保全上支障が生じ、又

は生ずるおそれがないこと 
被処分者の調査 

・土地・建物登記簿 

・戸籍・住民票 など 終 了 

被処分者を確知できる場合 
過失がなくて被処分者を確知できな

い場合 

措置命令 

（法第 19 条の 4 第 1 項） 

命令書の交付 

（法第 19 条の 4 第 2 項） 

代執行及び費用を徴収する 
旨の公告 

（法第 19 条の７第 1 項） 

措 置 完 了 

費用の徴収 

（法第 19 条の 7 第 5 項（行政代執行法第 5 条及び第 6 条の準用） 
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「管理不全空家等・特定空家等」に 

関する判断の手引き 
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